
交付決定後に飼主不明猫を病院に搬入し、手術を受けさせた方に補助金が交付されます。

必ず申請前に当該猫が飼主不明であることを確認してください。

【交付対象となる猫】
関市内に生息する飼主不明猫
〇これから去勢・避妊手術を受けさせ、術後は必ず元いた場所に放すことのできる猫。
×野良猫を拾って現在飼っている場合は、この制度の対象となりません。
×手術後、飼う予定の飼う予定のある猫、譲渡する予定の猫は対象外となります。
（手術後に飼主不明猫ではなかったことが発覚した場合、補助金の返還を求めることがあります。）

交付の流れ

終了

交付申請書提出

※手術日前かつ１月末日までに申請してください。（様式第１号）

 添付書類は次のとおりです。

①　補助事業に係る飼主不明猫の写真

②　その他市長が必要と認める書類

※交付決定には2週間ほどかかります。

交付決定

捕獲・手術

実績報告、請求書提出

※手術完了後３０日以内又は３月２０日のいずれか早い日までに提出してくださ
い。（様式第５号、様式第７号）
 添付書類は次のとおりです。
①　避妊手術に係る領収書の原本（交付決定者宛のものに限る。）
②　避妊手術等を受けた飼主不明猫の全体像を判別することができる写真
③　避妊手術等を受けた飼主不明猫の識別処置部分を判別することができる写真
④　その他市長が必要と認める書類

補助金交付


